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   農 地 主 査  髙 橋 昭 光    農 地 係 主 事  安 達 寛 人 

 

 報告事項 

   （１）工事進捗状況報告書について 

   （２）農地の現況変更について 

   （３）農地法の規定に基づく許可を要しない（農地法第４条１項但書き）農地の

用途変更について 

   （４）農地の転用事実に関する照会について 

 

 議事 

   （１）議第３２号 農地法第３条の規定による許可処分について 

   （２）議第３３号 農地法第４条第１項の規定による許可申請書の審議について 

   （３）議第３４号 農地法第５条第１項の規定による許可申請書の審議について 

   （４）議第３５号 寒河江農業振興地域整備計画の変更に係る審議について 

   （５）議第３６号 農用地利用集積計画書の審議について 
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開会 午前 ９時１１分 

 

木村議長     それでは、ただいまより寒河江市農業委員会第８回総会を

開催します。よろしくお願いします。 

         初めに、総会の成立についてですが、本日の出席者は総委

員数１８名中、出席委員１８名で、在任委員の全員が出席し

ておりますので、総会は成立いたします。 

 

木村議長     次に、「議事録署名委員の選任」ですが、恒例によりまし

て議長に一任いただけますでしょうか。 

 

         （「異議なし」の声あり） 

 

木村議長     それでは指名します。９番・影沢委員、１６番・山田委員

にお願いします。 

 

木村議長     次に、「書記任命」ですが、菊地主査にお願いします。 

 

木村議長     次に、「報告事項」ですが、事務局から報告をお願いしま

す。事務局。 

 

事務局（農地係主事） はい、議長。 

         事務局から報告させていただきます。 

 

         （報告事項朗読） 

 

木村議長     ご苦労さまでした。ただいまの報告について質問はござい

ませんか。 

 

         （発言なし） 
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木村議長     ないようですので、ほかに事務局からありますか。 

 

事務局（農地係主事） ありません。 

 

木村議長     それでは、早速議事に入ります。 

         議第３２号から議第３６号までの議案について一括上程し

ます。 

         （１）議第３２号「農地法第３条の規定による許可処分に 

                 ついて」 

         （２）議第３３号「農地法第４条第１項の規定による許可 

                 申請書の審議について」 

         （３）議第３４号「農地法第５条第１項の規定による許可 

                 申請書の審議について」 

         （４）議第３５号「寒河江農業振興地域整備計画の変更に 

                 係る審議について」 

         （５）議第３６号「農用地利用集積計画書の審議について」 

         以上、議第３２号から議第３６号まで一括上程します。 

         ここで、先日開催されました事前審査会の報告を求めます。

菅井会長職務代理者、報告をお願いします。菅井会長職務代

理者。 

 

菅井会長職務代理者 はい、議長。１７番、菅井です。 

         去る８月２０日に開催されました事前審査会の報告を行い

ます。 

         事前審査会では、今回の総会に係る案件について、各地区

担当委員及び農地利用最適化推進委員による調査結果の報告

に基づく審査と、事前審査会における現地調査として農地法

第３条の許可処分案件３件と農地法第４条の許可申請案件１

件、そして寒河江農業振興地域整備計画の変更に係る案件２
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件を審査しました。 

         議第３２号「農地法第３条の規定による許可処分について」、

順位３７番から３９番、新規就農に係る案件です。これにつ

いては、計画どおりであれば問題はないと判断しました。 

         続いて、議第３３号「農地法第４条第１項の規定による許

可申請書の審議について」、順位５番、寒河江地区本楯４丁目

の共同住宅建築のための転用案件です。申請地は都市計画区

域内の用途地域にある農地であり、計画どおりであれば問題

ないと判断しました。 

         なお、申請地東側に隣接する田への出入り方法が懸念され

たところでしたが、特に支障がないことを事務局より報告を

受けております。 

         続いて、議第３５号「寒河江農業振興地域整備計画の変更

に係る審議について」、順位５番、西根地区大字西根字下堰の

農家住宅建築のための計画変更案件と順位６番、大字幸生字

下原の牛舎等建築のための用途変更案件です。計画どおりで

あれば、いずれも問題はないと判断しました。 

         なお、順位６番の案件に関して、牛舎等農業用施設からの

雑排水処理方法について懸念されたところですが、牛舎では

水を使用する予定はなく、清掃方法についてもわらを使った

拭き掃除を基本とする旨の報告を事務局より受けております。 

         その他申請された案件については、全て異議なしとされた

ところです。 

         以上でありますが、各地区における十分な審査をお願いし

まして、事前審査会の報告とさせていただきます。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         それでは、ただいまから地区審査に入ります。審査時間は

３０分程度としまして、９時５０分までとします。 
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         それでは、地区審査の間、暫時休憩とします。 

 

 休憩 午前   ９時２０分 

 

 再開 午前   ９時５０分 

 

木村議長     それでは、休憩を閉じまして議事を再開します。 

         初めに、議第３２号「農地法第３条の規定による許可処分

について」、地区担当委員より議案の朗読と現地調査の結果、

地区審査結果の報告をお願いします。 

         初めに、寒河江・南部地区、片桐委員、お願いします。片

桐委員。 

 

片桐委員     はい、議長。１５番、片桐です。 

         議第３２号「農地法第３条の規定による許可処分につい

て」、５ページをお開きください。 

 

         （議案書順位３６番朗読） 

 

         ８月１３日、渡辺委員、今井推進委員と現地を調査してま

いりました。大まかな場所は、寒河江インターチェンジ料金

所の東側に位置したところです。寒河江バイパス国道１１２

号線中山町方面に向かい、先ほど言いました寒河江インター

チェンジを過ぎて間もなく高速道路の高架橋がありますけれ

ども、そこをくぐりまして、ヤンマー農機山形中央支店の先

にあります信号機の十字路、そこを東へ左折、そこから２つ

目の十字路を北側左折しまして約２００メートル進み、高速

道路をぐるっと回るんですけれども、高速道路高架橋をくぐ

った最初の畑が譲受人の所有しているサクランボ畑がありま

す。その道路沿いに隣接しているサクランボ畑、２個ありま
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すけれども今回の申請地であります。 

         譲渡人は８４歳の高齢者であり、譲受人は７０歳で後継者

もあり、申請地の隣接した場所に譲受人のサクランボ畑があ

りますので、申請に対し何ら問題ないと見てまいりました。 

         事前審査会、地区審査会においても異議はございませんで

した。 

         続いて、順位３７、３８、３９は同じ借人で申請場所も３

か所が隣接した農地であり、申請事由も同じ理由であります

ので、一緒に説明させていただきます。 

 

         （議案書順位３７番朗読） 

 

         ちなみに借人は西寒河江駅近くにあります鈴木食品の社長

でいらっしゃいます。 

         申請地は寒河江市立病院を南の方向へ進み、陵南中学校    

を過ぎまして、最上川ふるさと総合公園手前にある高速道路

高架橋をくぐり、手前で左折し約１００メートル先の左手北

側に位置したところです。周辺は果樹や野菜畑が広がってい

ます。 

 

         （議案書順位３８番朗読） 

 

         申請地は順位３７番の南側に位置した続き地であります。 

 

         （議案書順位３９番朗読） 

 

         申請地は順位３７に隣接し、東側に位置しています。借人

は、自身が経営する食品会社において必要とする加工用白桃、

桃を栽培することにより採算性を高めるべく、また安定した

供給をするために営農計画を作成され、農業経営経験者であ
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る従業員の協力も得ての計画です。 

         ８月２０日に事前審査会で現地確認をしまして、計画どお

りであれば何ら問題ないと確認してまいりました。また、地

区審査会でも異議はございませんでした。 

         以上です。 

 

木村議長     ご苦労さまでした。 

         続いて、柴橋地区、大泉委員、お願いします。大泉委員。 

 

大泉委員     はい、議長。８番、大泉です。 

         同じく５ページ、農地法第３条の規定による許可処分につ

いて。 

 

         （議案書順位３５番朗読） 

 

         申請事由は譲渡人の労力不足となっておりますが、譲渡人

は、元来この土地の持ち主であった方の娘さんで、山形のほ

うに嫁がれた方であります。相続したときに誰も作る人がい

ないということで今回譲渡に至ったということであります。 

         場所は、ふるさと総合公園のスケートパークから中山方面

に向かう県道２４号線の高瀬大橋から東側に二、三十メート

ル入ったところの左側の農振地であります。 

         ８月１７日、奥山委員と熊坂推進委員と私で調査してまい

りました。申請どおりであれば何ら問題ないと判断し、事前

審査会でも地区審査でも何ら問題ないとのことでした。 

         以上です。 

 

木村議長     ご苦労さまでした。 

         続いて、高松・醍醐地区、猪倉委員、お願いします。猪倉

委員。 
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猪倉委員     はい、議長。１３番、猪倉です。 

         農地法第３条、６ページになります。 

 

         （議案書順位４０番朗読） 

 

         この場所になるんですけれども、高松の１１２号の陸橋か

らチェリーランドの向いに向かって約７０か８０メーターの

左側にあります。そこに譲受人の家があります。国道に面し

ております。その裏手に譲渡人の農地があります。ここは一

段低くなっております、１メーターくらい。これは詳しく申

しますと、譲受人と譲渡人の農地がコンクリートで境がある

んです、つくってある、１メーターくらいの。そのコンクリ

ートの塀が畑側に倒れておって、家が高いから、家も近くで

家も傾いてくるんじゃないかということで、このコンクリー

トの塀を直すために業者に相談したところ、譲渡人側の畑に

少し入っていたので駄目だということで譲渡人に譲受人が話

を持っていきまして、重機が入る部分だけを買おうとしたん

ですけれども、譲渡人が全部買ってくれと。全部って言って

も面積が六百六十何平米ですから。そこに譲受人がサクラン

ボを植えるということでしたので、だったらこれは何ら周り

には迷惑かからないだろうということです。これは８月１５

日、影沢委員、川越推進委員、私と３名で現地を確認してま

いりました。地区審査でも意見はございませんでした。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         続いて、農地法に基づく許可要件について、事務局から説

明をお願いします。事務局。 
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事務局（農地主査） はい、議長。 

         順位３５番から４０番までの案件につきまして、農地法第

３条調査書に基づく調査の結果、農地法第３条第２項各号に

は該当しないことが確認されましたので、許可要件の全てを

満たしていると考えます。 

         以上です。 

 

木村議長     ご苦労さまでした。 

         これより質疑に入ります。ただいまの地区担当委員及び事

務局からの説明について、発言のある方は挙手をお願いしま

す。 

 

         （発言なし） 

 

木村議長     ないようですので、採決します。 

         議第３２号「農地法第３条の規定による許可処分につい

て」、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めま

す。 

 

         （全員挙手） 

 

木村議長     全員賛成ですので、議第３２号は原案のとおり決定いたし

ました。 

 

木村議長     次に、議第３３号「農地法第４条第１項の規定による許可

申請書の審議について」、地区担当委員より議案の朗読と現地

調査の結果、地区審査結果の報告をお願いします。 

         寒河江・南部地区、片桐委員、お願いします。片桐委員。 

 

片桐委員     はい、議長。１５番、片桐です。 
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         ８ページをお開きください。 

 

         （議案書順位５番朗読） 

 

         申請地の場所は、寒河江バイパスを中山町に向かい、パチ

ンコ店ベガスベガス寒河江店より先のセブンイレブン寒河江

バイパス店手前で沼川沿いに左折し、約３５０メートル先の

東洋医学研究学院寒河江校、と言っても看板あるんですけれ

ども、と言っても普通の一般住宅に先ほど言いました看板が、

マッサージの看板なんですけれども、一般住宅の建物があり

ます。そこを南側に右折し最初の丁字路を左折、ちょっと分

かりにくいんですけれども、左折しまして出口にある一本道

を進んだ先に申請地があります。 

         ８月２０日、事前審査会におきまして出席者全員により現

地調査をし、袋小路でありますが周辺住宅街でもあり、申請

のとおりであれば何ら問題ないと見てまいりました。 

         地区審査会におきましても異議はございませんでした。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         続いて、農地法に基づく許可要件について、事務局から説

明をお願いします。事務局。 

 

事務局（農地主査） はい、議長。 

         順位５番は、共同住宅建設のための転用申請になっており

ます。当該地は都市計画区域内の用途地域にある農地で第３

種農地と判断します。第３種農地は原則許可ですので、農地

区分と転用目的は問題ないと考えます。 

         以上です。 
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木村議長     ありがとうございました 

         これより質疑に入ります。ただいまの地区担当委員及び事

務局からの説明について、発言のある方は挙手をお願いしま

す。 

 

         （発言なし） 

 

木村議長     ないようですので、採決します。 

         議第３３号「農地法第４条第１項の規定による許可申請書

の審議について」、原案のとおり決定することに賛成の方の

挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

木村議長     全員賛成ですので、議第３３号は原案のとおり許可相当と

して県知事に意見を送付いたします。 

 

木村議長     次に、議第３４号「農地法第５条第１項の規定による許可

申請書の審議について」、地区担当委員より議案の朗読と現地

調査の結果、地区審査結果の報告をお願いします。 

         寒河江・南部地区、片桐委員、お願いします。片桐委員。 

 

片桐委員     はい、議長。１５番、片桐です。 

         議第３４号「農地法第５条第１項の規定による許可申請書

の審議について」、１０ページをお開きください。 

 

         （議案書順位２６番朗読） 

 

         ８月１６日、渡辺委員、小野推進委員と現地確認してまい

りました。県道２３号線天童大江線を寒河江郵便局から天童
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方面に進んだところに最初の信号機、手押しボタン付の信号

機があります。その信号機のある十字路の左角に古澤酒造資

料館看板がかけてある方向へ左折し、古澤酒造株式会社資料

館を過ぎまして、そこから約１５０メートル先の右手に申請

地があります。道路を挟んだ向かい側には、譲渡人の実家で

ありましてお住まいがございます。譲受人は市内のアパート

に居住しておりましたが、手狭になり市内に建築地を検討し

たところ、申請地を不動産業者に紹介され選定したとのこと

です。当該地は農地でありますけれども、周囲は古くからの

集落街でありまして、申請に対し問題ないと見てまいりまし

た。 

         また、地区審査会におきましても異議ございませんでした。 

         以上です。 

 

木村議長     ご苦労さまでした。 

         続いて、西根・三泉地区、芳賀委員、お願いします。芳賀

委員。 

 

芳賀委員     はい、議長。 

 

         （議案書順位２５番朗読） 

 

         ８月１３日、土田農地常任委員長、斎藤推進委員と現地を

確認してまいりました。現場のほうは１１２号線に魚河岸と

いう回転寿司屋さんがありますけれども、そこを陵東中学校

側のほうに進みます。そうしますと坂道になっておりまして、

坂を上り上げたところに現在アパートが建っております。こ

のアパートが昨年建ちました、八向興業でのアパートが建っ

ております。その東側も同じ八興社さんの農地でありまして、

そこにまたアパートを建てようというふうな計画の中で進ん
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でいます。周辺に関しては、南側のほうに大豆の転作地、下

のほうには果樹園もありますが、その果樹園とそれから宅地

というふうなことになってございまして、耕作農業に関する

影響はほぼないだろうというふうなことで判断してまいりま

した。計画どおりであれば問題ないということで、事前審査

会、また地区審査の中でも異議ございませんでしたので、ご

報告いたします。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         続いて、高松・醍醐地区、猪倉委員、お願いします。猪倉

委員。 

 

猪倉委員     はい、議長。１３番、猪倉です。 

 

         （議案書順位２４番朗読） 

 

         これにつきまして、まず８月１５日、影沢委員、鬼海推進

委員と私と３名で現地を確認しました。現地は本堂を正面に

して右へ若干上りますけれども、宝蔵院、華蔵院と寺が並ん

でおります。その山側でなくて南側にあります、こちら側に

なります、大分上るんですけれども、そこに譲受人の宅地が

あります。その宅地の裏手が寺の華蔵院、宝蔵院側にありま

して、譲渡人の農地があります。この農地はもともと譲渡人

の家があったんだそうですけれども、ここは何年か前、私も

覚えてますけれども農地に変更が出て、ただ野菜畑に使って

たんだそうけれども、このとおり西村山の朝日町に現在いま

すので、完全に荒れ地になっています。しかし年に何回か手

入れしているということで、これに譲受人の息子さんが親の

近くに家を新築するところで譲渡人に話を持っていきまして、
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これを譲り受けると。農業委員会、地区審査３人では意見は

何らございませんでした。 

         ここは、史跡になってるんです、寒河江の。春先相談を受

けたときには史跡調査もやっておりました、市から。このた

び文化庁のほうまで許可申請を出して、先ほど事務局から書

類がありましたけれども、文化庁長官から許可が下りました

ので、何も問題はないということで地区審査でも意見はござ

いませんでした。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         続いて、農地法に基づく許可要件について、事務局から説

明をお願いします。事務局。 

 

事務局（農地主査） はい、議長。 

         順位２４番は、専用住宅建築のための転用申請になってお

ります。譲受人はお寺の住職で、息子さんは跡取りの副住職

です。史跡慈恩寺は寺院活動が多忙になったのを機に副住職

がお寺及び国に隣接する当該地に住居を建築するものです。

当該地は第１種農地、第３種農地のいずれの要件にも該当し

ない小集団の生産性の低い農地であり、第２種農地と判断し

ます。当該地以外に適地は見当たらず、代替性がないことか

ら転用が認められますので、農地区分と転用目的は問題ない

と考えます。 

         続いて、順位２５番は長屋住宅建築のための転用申請にな

っております。当該地は都市計画区域内の用途地域内農地で

第３種農地と判断します。 

         順位２６番は、専用住宅建築のための転用申請になってお

ります。同じくこの申請地も都市計画区域内の用途地域にあ

る非農地でして、順位２５番に同じく第３種農地と判断しま
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す。第３種農地は原則許可ですので、農地区分と転用目的は

問題ないと考えます。 

         また、いずれも農地転用許可一般基準調査書に基づく調査

の結果、不適な事項はなく、問題ないと考えます。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました 

         これより質疑に入ります。ただいまの地区担当委員及び事

務局からの説明について、発言のある方は挙手をお願いしま

す。 

 

         （発言なし） 

 

木村議長     ないようですので、採決します。 

         議第３４号「農地法第５条第１項の規定による許可申請書

の審議について」、原案のとおり決定することに賛成の方の

挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

木村議長     全員賛成ですので、議第３４号は原案のとおり許可相当と

して県知事に意見を送付いたします。 

 

木村議長     次に、議第３５号「寒河江農業振興地域整備計画の変更に

係る審議について」、地区担当委員より議案の朗読と地区審査

結果の報告をお願いします。 

         西根・三泉地区、芳賀委員、お願いします。芳賀委員。 

 

芳賀委員     はい、議長。 

         １２ページをお開きください。 
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         （議案書順位５番朗読） 

 

         申出理由は農家住宅及び農作業小屋の建設となっておりま

して、事由の詳細にありますとおりでありますが、内回りバ

イパス、マックスバリューのほか陵東中学校のほうに新たに

今買収されておりまして、そこが道路拡張になる、新設され

るというふうな計画になってございます。そこに○○さんの

家がございます、農作業小屋もあります。ちょうど陵東中学

校の十字路、押しボタン信号の十字路の角になるところです。

ですので、そこ道路ができるということで今新しく、新たに

居住地を探すということになりました。 

         ちなみに近くに行って、自分の農地もあるわけですけれど

も、○○さんが将来高齢になったときにも家族全員で住まわ

れるようにしたいというふうなことがありましたので、そう

いうところを模索していたというふうに聞いてございます。 

         ８月２０日、事前審査会におきまして出席者全員で確認し

てまいりました。場所につきましては陵東中学校の体育館の

裏側、西側ですね。ちょうど文化センターから１１２号線の

ほうに向かったところに舗装道路があります。そこのちょう

ど体育館の西側の農地というふうなことになります。西側の

農地のところにちょうど陵東中学校のバックネットの裏側の

ほうに○○さんという方の住まいが既にあるということで、

その○○さんの北側の農地という形になります。 

         この農地につきましては振興区域にありますけれども、一

つはその○○さんの住宅が建っているというふうなことと、

隣接しているというふうなことと、それから振興地域の中で

も○○さんの住宅の隣というふうなことで農地集積には問題

ないだろうというふうな判断をしたところでございます。 

         変更ということですので、こういった申請につきましては
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今回はやむを得ないだろうというふうな判断をされたところ

でございまして、事前審査会、地区審査会でも異議はござい

ませんでした。 

         以上でございます。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         続いて、白岩地区、眞木委員、お願いします。眞木委員。 

 

眞木委員     はい、議長。５番、眞木です。 

 

         （議案書順位６番朗読） 

 

         ８月１６日に白岩農業委員全員と、８月２０日事前審査会

にて現地を確認してきました。場所は国道４８５号線を幸生

に向かって１キロメートルくらい行った東側にサクランボ  

があるんですが、その手前にある遊休農地と一部田んぼのと

ころになります。牛舎と堆肥置場等を建てるため農地から農

業用施設へ用途区分を変更するための申請となっております。

詳細については事由で説明したとおりであります。 

         遊休農地の有効活用であり、堆肥等は農業との連携も考え

られることもあり、計画どおりであれば問題ないであろうと

なりました。 

         地区審査、事前審査会でも異議ありませんでした。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         続いて、事務局より説明をお願いします。事務局。 

 

事務局（農地主査） はい、議長。 

         順位５番は、大字西根字下堰に所在する農地であり、主要
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地方道寒河江村山線沿道の用途地域帯、西側に広がる農用地

区域内にある農地です。この申請の目的は農家住宅、農作業

小屋建築です。申請者は市道ほなみ団地陵東中学校線の道路

新設事業に係る用地買収に協力するために当該地へ移転する

に伴い、農用地区域からの除外を申請するものです。 

         土地選定理由書によれば、現在居住地から近隣の候補地を

複数箇所検討した結果、当該地以外に適地はないことから、

農用地以外の用途に供することが必要かつ適当であり、かつ

農業振興地域の整備に関する法律第１３条第２項各号に定め

る要件を満たすことから、問題はないものと考えます。 

         順位６番は、大字幸生字下原地内に所在する農地であり、

国道４５８号線東側に隣接する、帯状に広がる農用地区域内

にある農地です。申請目的は牛舎及び堆肥置場等を設ける計

画で、牛舎２棟を建築できる広大な土地である必要があり、

しかも民家から一定距離を確保できて臭気問題が生じるおそ

れのない当該申請地を選定したとのことです。土地選定理由

書によると、複数の候補地を検討した結果、選定条件に全て

当てはまる候補地は当該地以外になく、当該農業用施設の用

途に変更することは、必要かつ適当であると判断します。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         これより質疑に入ります。ただいまの地区担当委員及び事

務局からの説明について、発言のある方は挙手をお願いしま

す。 

 

         （発言なし） 

 

木村議長     ないようですので、採決します。 

         議第３５号「寒河江農業振興地域整備計画の変更に係る審
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議について」、原案のとおり決定することに賛成の方の挙手を

求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

木村議長     全員賛成ですので、議第３５号は原案のとおり決定いたし

ました。 

 

木村議長     次に、議第３６号「農用地利用集積計画書の審議について」、

地区担当委員より議案の朗読と地区審査結果の報告をお願い

します。 

         寒河江・南部地区、片桐委員、お願いします。片桐委員。 

 

片桐委員     はい、議長。１５番、片桐です。 

         議第３６号「農用地利用集積計画書の審議について」、１７

ページをお開きください。 

 

         （議案書朗読） 

 

         続いて、１８ページの集計表をご覧ください。 

         ナンバー１、寒河江地区、筆数２筆、計０．１５ヘクター

ル。内訳、田ゼロ、畑０．０５ヘクタール、樹園地０．１ヘ

クタールです。譲受人は認定農家であり農業者であり、地区

審査会でも異議ありませんでした。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         続いて、農業経営基盤強化促進法に定められた各要件につ

いて、事務局から説明をお願いします。事務局。 
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事務局（農地主査） はい、議長。 

         農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の各要件を満たし

ていると考えます。 

         以上です。 

 

木村議長     ありがとうございました。 

         これより質疑に入ります。ただいまの地区担当委員及び事

務局からの説明について、発言のある方は挙手をお願いしま

す。 

 

         （発言なし） 

 

木村議長     ないようですので、採決します。 

         議第３６号「農用地利用集積計画書の審議について」、原

案のとおり決定することに賛成の方の挙手を求めます。 

 

         （全員挙手） 

 

木村議長     全員賛成ですので、議第３６号は原案のとおり決定いたし

ました。 

 

木村議長     これで本日上程された議案については全て議決されました。 

         以上をもちまして、本日の総会を終了します。大変ご苦労

さまでした。 

 

閉会 午前１０時３２分 
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     令和３年８月２５日 
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